
薬
事
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
第
一
類
医
薬
品
及
び
第
二
類
医
薬
品
の
一
部
を

改
正
す
る
件

新
旧
対
照
表

○
薬
事
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
第
一
類
医
薬
品
及
び
第
二
類
医
薬
品
（
平
成

十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

二

第
二
類
医
薬
品

二

第
二
類
医
薬
品

イ

専
ら
ね
ず
み
、
は
え
、
蚊
、
の
み
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
生
物
の
防

イ

専
ら
ね
ず
み
、
は
え
、
蚊
、
の
み
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
生
物
の
防

除
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
医
薬
品
の
う
ち
、
人
の

除
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
医
薬
品
の
う
ち
、
人
の

身
体
に
直
接
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
（
第
一
類
医
薬
品
及
び
毒
薬

身
体
に
直
接
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
（
毒
薬
又
は
劇
薬
を
除
く
。

又
は
劇
薬
を
除
く
。
）

）

ロ
～
ホ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

別
表
第
一

別
表
第
一

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
。
た
だ
し
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
板
に
吸
着
さ
せ
た
殺
虫
剤

（
新
設
）

（
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
五
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。

六
～
十
一

（
略
）

五
～
十

（
略
）

十
二

ト
ラ
ネ
キ
サ
ム
酸
。
た
だ
し
、
し
み
（
肝
斑
に
限
る
。
）
改
善
薬
に

（
新
設
）



限
る
。

十
三

ニ
コ
チ
ン
。
た
だ
し
、
貼
付
剤
に
限
る
。

（
新
設
）

十
四
・
十
五

十
一
・
十
二

十
六

ミ
コ
ナ
ゾ
ー
ル
。
た
だ
し
、
膣
剤
に
限
る
。

（
新
設
）

ち
つ

十
七
～
二
十
一

（
略
）

十
三
～
十
七

（
略
）

別
表
第
三

別
表
第
三

無
機
薬
品
及
び
有
機
薬
品

無
機
薬
品
及
び
有
機
薬
品

一
～
百
四
十
九
（
略
）

一
～
百
四
十
九

（
略
）

百
五
十

ニ
コ
チ
ン
。
た
だ
し
、
貼
付
剤
を
除
く
。

百
五
十

ニ
コ
チ
ン

百
五
十
一
～
百
八
十
九
（
略
）

百
五
十
一
～
百
八
十
九

（
略
）

百
九
十

フ
ラ
ボ
キ
サ
ー
ト

（
新
設
）

百
九
十
一
～
二
百
十
四

百
九
十
～
二
百
十
三

二
百
十
五

ミ
コ
ナ
ゾ
ー
ル
。
た
だ
し
、
膣
剤
を
除
く
。

二
百
十
四

ミ
コ
ナ
ゾ
ー
ル

ち
つ

二
百
十
六
～
二
百
五
十
一

（
略
）

二
百
十
五
～
二
百
五
十

（
略
）


